
 
介 護 保 険 最 新 情 報      

Vol.952 

令和 3年３月 26日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.３）（令和３年３月 26日）」 

の送付について 

 

計 88枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948、3971、3979) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 
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事 務 連 絡 
令和３年３月 26日  

都道府県 
各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 
中 核 市  

厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課   
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26日）」

の送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和３年３月 26 日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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【居宅療養管理指導、通所系サービス、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生

活介護】 

○ 管理栄養士による居宅療養管理指導、栄養アセスメント加算、栄養改善加算、栄養管理

体制加算について 

問 15 外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算

定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養

士を１名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定

せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が１名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼

務できるのか。 

（答） 

入所者の処遇に支障がない場合には、兼務が可能である。ただし、人員基準において常

勤の栄養士又は管理栄養士を１名以上配置することが求められる施設（例：100床以上の

介護老人保健施設）において、人員基準上置くべき員数である管理栄養士については、兼

務することはできない。 
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【通所介護、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）特定施設入居者生活介護、

地域密着型通所介護、（介護予防）認知症対応型通所介護、（介護予防）小規模多機能型居宅

介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護

小規模多機能型居宅介護】 

○ 口腔・栄養スクリーニング加算について 

問 20 令和２年 10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和３

年４月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。 

（答） 

算定できる。 
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【（介護予防）特定施設入居者生活介護、施設系サービス、（介護予防）認知症対応型共同生

活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】 

○ 口腔衛生の管理、口腔衛生管理体制加算について 

問 80 口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示を

受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指

導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。 

（答） 

協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握して

いる歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。 
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【（介護予防）特定施設入居者生活介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密着

型特定施設入居者生活介護】 

○ 口腔衛生管理体制加算について 

問 83 口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の

途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。 

（答） 

入院・外泊中の期間は除き、当該月において１日でも当該施設に在所した入所者につい

て算定できる。 

 

※ 平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 30年３月 23日）問 74の修

正。 

 

問 84 口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生管

理体制計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。 

（答） 

 施設ごとに計画を作成することとなる。 

 

※ 平成 30年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（平成 30年３月 23日）問 80の修

正。 
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【施設サービス共通】 

○ 人員配置基準の見直し 

問 87 今回の基準省令改正により、 

・ 介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務する

こと 

・ 広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業

所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること 

・ 本体施設が（地域密着型）特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施

設に生活相談員を置かないこと 

・ 地域密着型特別養護老人ホーム（サテライト型を除く）において、栄養士を置かな

いこと 

・ 施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を１ユニッ

トの定員が 15人を超えない範囲で整備すること 

が可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。 

（答） 

今回の基準省令改正に伴い、併設施設の職員の兼務等を認める場合にあっても、以下の

点に十分留意いただきたい。 

－ 食事、入浴、排せつ等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常

生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその

有する能力に応じて自立し、尊厳ある日常生活を営むことができるよう、十分な数の職

員が確保され、ケアの質が担保されていること 

－ 職員の休憩時間の確保や有給休暇の取得など労務管理が適切になされるために十分

な数の職員を確保し、シフトを組むことによって、一人の職員に過度な負担がかからな

いよう配慮されていること 

 

○ 身体拘束廃止未実施減算 

問 88 身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生

じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３か月後

に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月

から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設から

改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。 

（答） 

改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差

し支えない。当該減算は、施設から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以

降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。  
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介 護 保 険 最 新 情 報      

Vol.953 

令和 3年３月 2９日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.４）（令和３年３月 2９日）」 

の送付について 

 

計 24枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948、3971、3979) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 
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事 務 連 絡 
令和３年３月 29日  

都道府県 
各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 
中 核 市  

厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課   
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29日）」

の送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.４）（令和３年３月 29 日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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【認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護】 

○ サテライト事業所 

問 20 サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置するこ

とはできるか。 

（答） 

サテライト事業所は、地域の実情に応じて、利用者にとってより身近な地域で認知症対

応型共同生活介護のサービス提供が可能になるよう設置すべきものであり、同一の建物

又は同一敷地に別棟で設置することは認められない。 

 

問 21 Ａ県（市）所在の認知症グループホームを本体事業所として、Ａ県（市）の隣に

あるＢ県（市）にサテライト事業所を設置することは可能か。なお、本体事業所とサテ

ライト事業所は、通常の交通手段を利用して 20分以内で移動できる範囲内にある。 

（答） 

お問い合わせのケースの場合、本体事業所と密接な連携を確保しつつ、サテライト事業

所の運営を行うのであれば、所在県（市）が異なる場合もサテライト事業所として差し支

えない。 

 

○ 報酬の取扱い 

問 22 認知症グループホームはユニット数別の報酬設定となっているところ、サテライ

ト事業所がある場合のユニット数とは何を指すか。 

（答） 

・ 本体事業所とサテライト事業所それぞれのユニット数を指す。 

 

・ 例えば、本体事業所のユニット数が２、サテライト事業所のユニット数が１である場合、

本体事業所では認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）（共同生活住居の数が２以上である場

合）を算定し、サテライト事業所では認知症対応型共同生活介護費（Ⅰ）（共同生活住居

の数が１である場合）を算定する。 

 

・ なお、地域区分については、本体事業所とサテライト事業所の区分が異なる場合、それ

ぞれの所在地における区分を適用する。 
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○ 夜間支援体制加算 

問 23 ３ユニットで２名の夜勤配置に常勤換算で１名を追加配置した場合は対象となる

か。 

（答） 

当該配置は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 90

条第１項ただし書き及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準第 70条第１項ただし書きに規定する、３ユニットの場合であって、各ユニッ

トが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能

な構造で、安全対策（マニュアルの策定、訓練の実施）をとっていることを要件とする例

外措置（この場合、利用者のケアの質の確保や職員の業務負担にも十分に配慮すること。）

であり、本加算制度においては通常の配置を超えて夜勤職員を手厚く配置していること

を評価しているものであることから、ご質問の配置では加算対象にならない。 

 

○ 計画作成担当者の配置 

問 24 計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。 

（答） 

介護支援専門員である計画作成担当者は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所

における他の職務を除き、兼務することはできない（指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準第 90条第５項、指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準第 70条第５項）。 

 

※ 指定認知症対応型共同生活介護等に関するＱ＆Ａ（平成 18 年５月２日）問 16 は削除

する。 

※ 指定認知症対応型共同生活介護等に関するＱ＆Ａ（平成 18 年５月２日）問 17 は削除

する。 

 

○ 運営推進会議を活用した評価 

問 25 認知症グループホームの運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全

てのメンバー（利用者、市町村職員、地域住民の代表者（町内会役員、民生委員、老人

クラブの代表等））が毎回参加することが必要となるのか。 

（答） 

・ 毎回の運営推進会議に、全てのメンバーが参加しなければならないという趣旨ではな
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く、会議の議題に応じて、適切な関係者が参加することで足りるものである。 

 

・ ただし、運営推進会議のうち、今般の見直しにより導入する「運営推進会議を活用し

た評価」として実施するものについては、市町村職員又は地域包括支援センター職員、

認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必

須である。 

 

問 26 今般、認知症グループホームにおける第三者評価は、外部の者による評価と運営

推進会議における評価のいずれかから受けることとされたが、運営推進会議における

評価を実施した場合、第三者評価及び運営推進会議の両方を開催したものとして取り

扱うのか。 

（答） 

・ 貴見のとおり。 

 

・ なお、今回の改定は、運営推進会議の開催頻度について現行のおおむね年間６回（２月

に１回）以上開催することを変更するものではなく、このうち１回以上をサービスの質を

評価する回としてよいという意味であること。 

 

問 27 「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第 97条

第８項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」において、事業所の外部

評価の実施回数について、本来１年に１回以上のところ、２年に１回とすることがで

きる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を５年間継続して実施している」こと

が挙げられているが、運営推進会議における評価を行った場合、外部評価を実施した

とみなして継続年数に算入することができるか。 

（答） 

できない。継続年数に算入することができるのは、指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準第 97条第８項第１号に規定する外部の者による評価を行

った場合に限られる。 
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【認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅

介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】 

○ サテライト事業所 

問 28 既に認知症グループホームとして指定を受けている事業所が、サテライト事業所

に移行することは可能か。 

（答） 

・ 可能である。この場合、事業所の職員に変更がないなど事業所が実質的に継続して運営

していると認められる場合には、サテライト事業所としての新規指定を指定権者である

市町村から受ける必要はなく、変更届及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧の変更

の届出のみで差し支えない。 

    

・ なお、介護保険事業所番号の設定については、サービスの種別ごとかつ事業所ごとに行

うこととされていることから、別の指定となる認知症グループホームの本体事業所及び

サテライト事業所が既に指定を受けている場合には、既存の事業所番号を用いることと

し、事業所番号を変更する必要はない。 

 

※ （介護予防）小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所につ

いても同様の取扱いとする。 
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【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、（介護予防）訪問

入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短

期入所療養介護、（介護予防）特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介

護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】 

○ 認知症専門ケア加算 

問 29 認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や

「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、

どのようなものがあるか。 

（答） 

・ 現時点では、以下のいずれかの研修である。 

① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看

護師教育課程 

③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」 

 

・ ただし、③については認定証が発行されている者に限る。 
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【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、（介護予防）訪問

入浴介護、（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予防）認

知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、施設サービス共通】 

○ 認知症専門ケア加算 

問 38 認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定するためには、当該加算（Ⅰ）の算定要件

の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養

成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要がある

のか。 

（答） 

必要ない。例えば加算の対象者が 20名未満の場合、 

・ 認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者 

・ 認知症看護に係る適切な研修を修了した者 

のいずれかが１名配置されていれば、認知症専門ケア加算（Ⅱ）を算定することがで

きる。 

（研修修了者の人員配置例） 

  

加算対象者数 

～19 20～29 30～39 ‥ 

必要な研修

修了者の 

配置数 

「認知症介護に係る専門的な研修」 

1 2 3 ‥ 

 

認知症介護実践リーダー研修 

認知症看護に係る適切な研修 

「認知症介護の指導に係る専門的な研修」 

1 1 1 ‥ 

 

認知症介護指導者養成研修 

認知症看護に係る適切な研修 

（注）認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者、又は

認知症看護に係る適切な研修を修了した者を１名配置する場合、「認知症介護に係る専

門的な研修」及び「認知症介護の指導に係る専門的な研修」の修了者をそれぞれ１名配

置したことになる。 

 

※ 平成 21年４月改定関係Ｑ＆Ａ（vol.２）（平成 21年４月 17日）問 40は削除する。 
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介 護 保 険 最 新 情 報      

Vol.965 

令和 3年４月９日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 

各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.５）（令和３年４月９日）」 

の送付について 

 

計８枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948、3971、3979) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 
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事 務 連 絡 
令和３年４月９日  

都道府県 
各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

中 核 市  
厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課   
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）（令和３年４月９日）」の

送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.５）（令和３年４月９日）」を

送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町村

又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろし

くお願い申し上げます。 
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【通所系・居住系サービス、施設系サービス共通事項】 

○ 科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加

算(Ａ)ロ及び(Ｂ)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算、理学療法、作業

療法及び言語聴覚療法に係る加算、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せ

つ支援加算、自立支援促進加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)、薬剤管理指導の注

２の加算、栄養マネジメント強化加算、栄養アセスメント加算、口腔衛生管理加算(Ⅱ)、

口腔機能向上加算(Ⅱ)について 

問４ ＬＩＦＥに提出すべき情報は「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関

する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」（令和３年３月 16日

老老発 0316第４号）の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の

評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。 

（答） 

・ 「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理

手順及び様式例の提示について」（令和３年３月 16日老老発 0316第４号）においてお示

しをしているとおり、評価等が算定要件において求められるものについては、それぞれの

加算で求められる項目（様式で定められた項目）についての評価等が必要である。 

 

・ ただし、同通知はあくまでもＬＩＦＥへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又

は入所者の評価等において各加算における様式と同一のものを用いることを求めるもの

ではない。 
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介 護 保 険 最 新 情 報      

Vol.991 

令和 3 年６月９日 

厚 生 労 働 省 老 健 局 

老人保健課、 高齢者支援課 、認知症施策 ・地域介護推 進課 

 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）  御 中 
 

← 厚生労働省老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 

今回の内容 

 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ

（Vol.10）（令和３年６月９日）」 

の送付について 

 

計８枚（本紙を除く） 

連絡先 ＴＥＬ：03-5253-1111(内線 3948、3971、3979) 

ＦＡＸ：03-3595-4010 
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事 務 連 絡 
令和３年６月９日 

都道府県 
各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

中 核 市  
厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課   
「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.10）（令和３年６月９日）」の

送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.10）（令和３年６月９日）」を

送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町村

又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろし

くお願い申し上げます。 
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【居住系・施設系サービス共通、看護小規模多機能型居宅介護】 

○ 科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算

について 

問２ サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合に

ついて、加算の要件である情報提出の取扱い如何。 

（答） 

・ これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月や、

サービスの提供を終了する日の属する月の翌月 10 日までに、ＬＩＦＥへの情報提出を

行っていただくこととしている。 

 

・ 当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による 30日

未満のサービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場

合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必

要ないものとして差し支えない。 

 

・ 一方、長期間の入院等により、30 日以上、当該サービスの利用がない場合は、加算の

算定要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サー

ビスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が

必要となる。 

 

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算、自立支援促進

加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算 

※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算：科学的介護推進体制加算 

 

 

【通所系・居住系・施設系サービス共通】 

○ 科学的介護推進体制加算について 

問３ サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合につ

いて、加算の要件である情報提出の取扱い如何。 

（答） 

当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する

必要はあるが、死亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提

出でも差し支えない。 
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